
○岡山市教育研究研修センター設置条例 

昭和６２年９月２４日 

市条例第４２号 

改正 平成３年１２月２５日市条例第４６号 

平成９年１２月２２日市条例第６９号 

平成１０年６月２６日市条例第３６号 

平成１４年３月２２日市条例第２５号 

平成１５年２月２５日市条例第１７号 

平成１５年１２月２５日市条例第５９号 

平成１６年６月２４日市条例第３９号 

平成２０年１２月２５日市条例第７１号 

平成２３年３月１６日市条例第４６号 

令和３年３月１７日市条例第４３号 

（設置） 

第１条 教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行うことにより，本市における

教育の振興を図るため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第３０条の規定に基づき，岡山市教育研究研修センター（以下「教育研究研

修センター」という。）を岡山市東区向州１番１号に設置する。 

（事業） 

第２条 教育研究研修センターは，次の事業を行う。 

（１） 教育に関する調査研究に関すること。 

（２） 教育関係職員の研修に関すること。 

（３） 教育に関する資料の収集，整理及び提供に関すること。 

（４） 情報機器等の整備及び情報教育に関すること。 

（５） その他教育の振興を図るために必要な業務に関すること。 

（職員） 

第３条 教育研究研修センターに，所長その他の必要な職員を置く。 

（委任） 



第４条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は教育委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は，昭和６２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年市条例第４６号） 

この条例は，平成４年２月１日から施行する。 

附 則（平成９年市条例第６９号） 

この条例は，平成１０年１月１日から施行する。 

附 則（平成１０年市条例第３６号） 

この条例は，平成１０年６月２９日から施行する。 

附 則（平成１４年市条例第２５号） 

この条例は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年市条例第１７号） 

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年市条例第５９号） 

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年市条例第３９号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年市条例第７１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年市条例第４６号） 

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市条例第４３号） 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 


